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平成 29年度第１回 鎌倉市障害者支援協議会全体会 会議結果概要 

開催日時 平成 29年 5月 31日（火）14時から 16時 20分まで 

開催場所 鎌倉市福祉センター２階 第１・２会議室 

出 席 者  

〔全体会委員〕 

○16名出席（4名欠席：内 1名副部会長の代理出席） 

〔運営会議委員〕 

 ○2名出席   

〔オブザーバー〕 

○1名出席  （横須賀三浦障害福祉圏域 地域生活ナビゲーションセンター 

 社会福祉法人湘南の凪支援センター凪） 

〔事務局〕 

○5名出席 
 

以上 24名出席 

「平成 29年度鎌倉市障害者支援協議会 第１回全体会 出席者名簿」を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配布資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第１回全体会 会議次第 

 ・第１回全体会 出席者名簿 

 ・平成 28年度第 3回全体会会議結果概要（案） 

 ・（資料１）鎌倉市障害者福祉計画の改訂に向けた協議会からの提言（修正案） 

 ・（資料１－１）提出文（案）   

 ・（資料２）平成 28年度鎌倉市基幹相談支援センター事業の実施状況について 

                        （平成 28年 7月～29年 3月）   

 ・（資料２－１）鎌倉市基幹相談支援センター総合相談事業の状況  

                        （平成 28年 7月～29年 3月） 

・（資料３）平成 28年度鎌倉市障害者相談支援事業（委託相談支援）報告 

・（資料３－１）平成 28年度鎌倉市障害者相談支援事業 年間相談支援実績 

（3委託相談支援事業所） 

・（資料４）鎌倉市障害者支援協議会 各専門部会での取組みテーマ等 

・（資料４－１）平成 29年度 専門部会委員一覧 

・（資料４－２）平成 29年度 鎌倉市障害者支援協議会 第 1回各専門部会の開催予定 

・（資料番号なし）平成 29年度障害者支援協議会地域交流会 

大船まつりパレード＜地域生活支援部会つながり隊＞実施報告書 

 （参考資料） 

   ・県発達障害支援センター支援者向け研修資料等 2件 

   ・H29年度発達障害者地域支援マネージャー配置事業について 

   ・鎌倉市避難マップ（改訂版）      
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○開会 

冒頭、新委員の紹介、委員の出席状況、オブザーバー出席、会議の成立、配布資料及び

記録作成のための録音等に関する報告・確認を行った。 

その後、寺田会長の開会あいさつに引き続いて、第１回全体会次第に基づいて会議が進

められ、その概要は以下のとおりでした。 
 

○議題（協議事項） 

（１）鎌倉市障害者福祉計画の改訂に向けた取り組みについて 

①協議会からの提言（修正案）について 

平成 28 年度第 3 回全体会における平成 30年度に予定されている障害者福祉計画の

改訂に向けた「協議会からの意見・提言（案）」についての協議結果及びその後の運営

会議等の意見も踏まえて「提言（修正案）」にまとめてきた経過と修正内容等を中心に

資料に基づいて説明を行った。 

協議会全体の「提言（修正案）」では、最終的に以下の 5項目で 19の事項とした。 

○権利擁護の充実   ○相談支援の充実  ○地域生活支援の充実 

○こども支援の充実  ○就労支援の充実 

なお、本「提言（修正案）」に対する今日の協議により提示された意見等については、

事務局で必要な修正・追記等を行い、その最終的なまとめについては会長に一任する

ことで確認・了承された。 

《主な質疑・意見等》 

 ・地域生活支援拠点について、全ての障害が対象となっているのか。 

→地域生活支援拠点では、障害別というよりは、一人一人その方にあった暮らしの

場が面的に整備できることが良いのではと考えている。 

・今後予定されるグループホーム等の実態調査について、どの様な内容で行われてい

るのか。潜在的なニーズの見込み等について把握ができるか。 

 →各施設では、どういう方を対象としているか、利用者や待機者は何人位いるのか、 

  設置形態などが調査内容となっていると聞いている。 

  調査ではそれぞれの数値等が示されてくると思うが、見込みニーズ等に関する捉

え方についても、こうした調査の結果から、現実的な感覚として引き出しながら

参考にしてもらえれば良いのではと考えている。 

  ・居宅支援の充実という観点では、医療ケアの課題の検討が足りないのではないか。 

・医療ケアとの連携について、福祉計画に反映すべき内容等が国からも示されている

状況があるのでは。 

 →医療的ケアや、重度重複障害、自閉症と発達障害、行動障害のある方の対応など  

大きな課題であり、国から示される指針等について、市の福祉計画にどう反映さ

れていくのか、県の動向等も踏まえながら見ていく必要があると思う。 

  ・移動支援や医療的ケアについて、予算が逼迫している状況の中では削られてしまう、

しっかりと計画に明記してほしいと思う。 

・移動支援について、「近隣と同様の報酬単価への見直し等を含めた必要な措置を」と

記載されているが、近隣の状況は具体的に把握しているのか。 
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→支給決定の範囲や対象要件なども含めて、圏域ナビゲーションセンターでまとめ 

た資料が示されている。 

①提言の提出について 

協議会会長から市長宛の意見（提言）の提出について、文案により説明を行ったと 

ころ、宛先を「障害者福祉計画推進委員会」及び「障害者福祉計画推進会議」とする 

方が相応しいのではないかという意見があり、修正していくこととされた。 

また、本文中の「社会資源の実態等に関する数量的な把握・・」という記載は、「社 

会資源等の潜在的需要に関する数量的な把握・・」とするのが、実態により即してい

るとの意見があり併せて修正していくことが確認された。 

なお、修正及び提言の提出については、会長に一任することが併せて確認、了承さ 

れた。 

 

（２）平成 28年度（7月から 29年 3月）基幹相談支援センターの活動状況 

   事務局から、総合相談事業、障害者支援協議会に関する事業及び人材育成等のその 

他事業の実施状況について、また、29年度事業で直近で実施した地域生活支援部会に

よる大船まつりパレードへの参加事業について、それぞれ資料に基づいて説明・報告

を行い了承された。 

《主な質疑・意見等》 

  ・事例検討会や研修会の取り組みに「行政職員の参加」の状況が報告されているが、 

この取り組みについては、国でも積極的な方向が示されている。ただ、参加の実態 

として、事務局以外のケースワーカー等の職員の参加が多くなることが重要であ

り、引き続き取り組まれるとともに、参加実績について今後報告してほしい。 

 

（３）平成 28年度鎌倉市障害者相談支援事業（委託相談支援）報告 

   3委託事業所から、28年度の委託相談支援と計画相談支援の傾向と課題及びその 

実施状況等を踏まえた 29 年度の取り組みの方向性等という視点で資料に基づいて、

それぞれ報告を行い了承された。 

《主な質疑・意見等》 

  ・福祉サービスを受けていない委託相談の件数が非常に多いことに驚いた。 

   →委託相談は、一般の相談でちょっと心配だから相談をしたいという方の入口でも 

    あり、今後も委託相談に期待される役割は大きくなっていくものと思う。 

  ・発達障害の方の相談が少ないように思えるが。 

   →精神保健福祉手帳を持っていない方で発達障害という診断等を受けた方がこの

欄に含まれている。 

なお、発達障害で手帳を取得できるようになったことから、多くの発達障害に関

する相談が、精神障害の欄に含まれて記載されているのではと思っている。 

 

（４）各専門部会での取り組みテーマ等 

   各部会長（こども支援部会は、副部会長が代理出席）から 28年度の取組みの概要 
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と 29年度現時点で継続的に取り組みが予定されている事項、及び検討テーマとして 

いきたいとする事項の概要について、それぞれ資料に基づいて説明・報告し、委員と 

の意見交換を行った。 

  ・就労支援部会での「一般就労と企業との連携」ということはすごく大事だと思う。

自分の経験から、なるべく本人のことを聞いてあげて、会社の意見も聞いてあげる

ことが大切で、そうでないとうまくいかないと思う。 

  ・権利擁護・相談支援部会の「精神障害の方に関する協議のあり方」というのは、ど

ういうことなのか。 

   →本部会では、権利擁護、相談支援や精神障害の方に関する課題まで幅広いテーマ

について協議を行っているが、限られた時間での取り組みでもあり、また国の方

針として精神障害の方の支援に力が入れられてきているという状況もあること

から、精神障害のテーマに特化した部会の設置なども必要ではないかという議論

も含めて今年度検討を進めていこうとするものである。 

 

３．その他 

・圏域ナビゲーションセンター（オブザーバー）から発達障害に関する研修等について 

の情報提供を行った。 

《事務局からの事務連絡》 

・29年度各専門部会の第 1回会議の開催予定及び各部会の委員構成について 

・鎌倉市計画推進委員会と障害者支援協議会（全体会）委員との意見交換会の開催予定 

について（10月頃：市障害者福祉課による開催） 

・鎌倉市避難マップ（改訂版：6000部作成）の紹介 

・次回全体会の開催予定（10月から 11月頃）について 

 

○閉会 

会長からの会議終了の挨拶により、閉会。 

以上 

 

 


